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サッシ申請要領書
１．目的

この要領書は、窓のサイズ別に対応した「ＷｉｎｄＥｙｅ」へ窓の総合熱性能を公表するために
リビングアメニティ協会へデータ登録申請を行なう際の申請要領をまとめたものである。
ＷｉｎｄＥｙｅへのデータ登録申請者はこの要領に従って手続きを行うこととする。

提出する申請図書は全てＡ４判で作成する。

２．申請可能商品の種類と開閉形式、仕様及び納まり
＜申請可能窓種一覧表＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              表－１
	
	①種類
	②開閉形式
	③仕様
	④
納まり１
	⑤
納まり２
	⑥
納まり３

	窓関係（サッシ）
	引き形式のサッシ
※二重窓は内窓のみの登録


	引違い（単体）
	１枚引き

２枚引き

３枚引き

４枚引き

欄間付２枚引き

欄間付４枚引き

３枚引き（３本レール）
	マド

テラス
	木造用

（マド用）
半外付け/２×４

外付け

（テラス用）

半外付け

２×４

２×４単純段差

外付け
	アングル

付/無

	
	
	引違い（雨戸付）
	
	
	
	

	
	
	引違い（面格子付）
	
	
	
	

	
	
	引違い（シャッター付）
	
	
	
	

	
	
	引違い（二重窓）
	
	
	
	

	
	
	片引き
	
	
	
	

	
	
	両袖片引き
	
	
	
	

	
	
	両引き分け
	
	
	
	

	
	
	自由片引き
	
	
	
	

	
	開き形式のサッシ
	縦すべり出し/開き
	カムラッチ

グレモン

オペレータ

高所用

	
	
	

	
	
	両縦すべり出し/開き
	
	
	
	

	
	
	横すべり出し
	
	
	
	

	
	
	突き出し
	
	
	非木造用

ＲＣ

ＡＬＣ

同面（面一）

鉄骨半外付

鉄骨外付
	

	
	
	内倒し
	
	
	
	

	
	
	外倒し
	
	
	
	

	
	
	テラスドア
	
	
	
	

	
	
	縦軸回転
	
	
	
	

	
	上げ下げ形式のサッシ
	片上げ下げ
	
	
	
	

	
	
	両上げ下げ
	
	
	
	

	
	
	面格子付片上げ下げ
	
	
	
	

	
	
	面格子付両上げ下げ
	
	
	
	

	
	オーニング窓
	オーニング窓
	
	
	
	

	
	折りたたみ窓
	折りたたみ窓
	
	
	
	

	
	ＦＩＸ窓
	ＦＩＸ窓
	巾木無
	
	
	

	
	
	
	巾木付
	
	
	


３．登録申請フロー

登録申請フローを下図に示す。
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会社名（ID） 04

商品シリーズ アルミPG-α

商品シリーズ（ID） ACK5

窓種 010101010101

仕様(ID) 00

フレーム材質 03

構成タイプ数 6

備考欄 例）この製品は、高さ方向は固定となります。

非公開 t

仕様名称 例）○○障子

構成Type Web公開図面ファイル名 接点数 X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 X5 Y5 X6 Y6

5WS-A1 06-5ws-001.pdf 5 640 270 640 1120 669 1170 2000 1170 2000 270

5WS-A2 06-5ws-001.pdf 4 2001 270 2001 970 3000 970 3000 270

5WS-B1 06-5ws-001.pdf 4 669 1171 783 1370 2000 1370 2000 1171

5WS-B2 06-5ws-001.pdf 4 2001 971 2001 1170 3000 1170 3000 971

5WS-CM1 06-5ws-001.pdf 4 783 1371 915 1600 2000 1600 2000 1371

5WS-CM2 06-5ws-001.pdf 4 2001 1171 2001 1600 3000 1600 3000 1171

30桁以下の半角英数（各社ユニーク記号）

12桁6階層

AABBCCDDEEFF

備考項目がある場合、ここに記載する（製品選択時に表示されます）

通常の公開申請時は「t」、非公開申請時は「c」を記入する。

特殊な仕様でない場合は仕様（ID）欄に「00」を記入する。窓種IDの12桁記号で表現できない特殊な仕様

がある場合は、各社管理の基、自由に「01～ZZ」の2桁記号を入れ、下の仕様名称欄にユーザーが判断

できる仕様名称を記入する。（フレーム製品選択時及び計算結果に表示されます）

仕様(ID)で01～ZZと記入した場合の判別できる仕様名称を記入します。（フレーム製品選択時及び計算結果に表示されます）
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申請月日 申請Ｎｏ

※申請Noは事務局記入

申請会社

申請者

申請内容

シリーズ名 公開・非公開 新規・追加変更 窓種（階層①～⑥） 構成タイプ数 申請断面数 （再申請断面数）

小計

非断熱PG 公・非 新・追変

引き形式窓引き違い窓（単体）2枚引きマド半外付け/２×４枠アングル付

6 15 15

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変

公・非 新・追変



2011年11月10日

○○○　株式会社

○○　二郎



WindEye　フレーム登録申請明細表

商品シリーズ名称の変更等、まとまった

内容がある場合、記載願います。

それ以外は記載しなくてもかまいません。
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5WS-A1 1 5WSA2_1

2 5WSA2_2

3 5WSA2_3

4 5WSA2_4

5 5WSA2_5

6 5WSA2_6

7 5WSA2_7

5WS-A2 1 5WSA2_1

2 5WSA2_2

3 5WSA2_3

4 5WSA2_4

5 5WSA2_5

6 5WSA2_6

7 5WSA2_7

5WS-B1 1 5WSA2_1

2 5WSA2_2

3 5WSA2_3

4 5WSA2_4

5 5WSA2_5

6 5WSA2_6

7 5WSB2_7

5WS-B2 1 5WSA2_1

2 5WSA2_2

3 5WSA2_3

4 5WSA2_4

5 5WSA2_5

6 5WSA2_6

7 5WSB2_7

5WS-CM1 1 5WSC2_1

2 5WSC2_2

3 5WSC2_3

4 5WSC2_4

5 5WSC2_5

6 5WSC2_6

7 5WSC2_7

5WS-CM2 1 5WSC2_1

2 5WSC2_2

3 5WSC2_3

4 5WSC2_4

5 5WSC2_5

6 5WSC2_6

7 5WSC2_7

フレーム構成DB









４．登録申込先

登録申込先は下記とする。

　　登録申込先　　　（社）リビングアメニティ協会　事務局　          宛

　　住所：　〒102-0071　東京都千代田区富士見2-7-2　ステージビルディング6階
　　　ＴＥＬ：０３－５２１１－０５４０

　　　ＦＡＸ：０３－５２１１－０５４６
５．申請区分と作成書類一覧

申請区分は、会社単位の社名登録（変更、取消しを含む）及び更新申請及び窓種単位の新規登録申請、変更・追加登録申請、商品情報の変更、販売終了等申請及び再登録申請とし、申請区分における作成申請図書は「表―２」のデータ登録申請図書一覧を参照されたい。
（1） 社名登録：初めてWindEyeに商品（サッシ、ガラス、ブラインド等商品区分を問わず）を登録する際に、申請者（当該商品の製造及び、又は供給者）の社名登録を行う。社名の変更及び社名の取消し（WindEyeからすべての商品登録を取り消す場合）も同様。
　会社情報の変更については申請登録変更届を提出し、社名の変更の場合は社名変更を証明する書類を添付すること（登記簿謄本の写しなど）

　　　　　社名変更に伴って各々の商品名称等に変更が生じる場合は別途変更登録申請を提出のこと。
1） 非会員の新規申請企業は、企業の概要（所在地、経歴等）を記した書類又は会社案内等を添付する。

2） 会員、非会員に関わらず申請者、製造者が異なる場合は、申請者の販売代理権が確認できる

　　書類を添付する。尚、様式は申請者の判断によるものとし、特に定めない。

３）取り下げ：既登録商品の全てを取り消す場合に行う。（尚、需要家からの問い合わせ等がある場合にはWindEye公表データについて開示することがあります）
（2） 更新申請：社名登録から３年毎に、直前３年間に新規登録、あるいは変更･追加登録をしていない商品（サッシについては窓種単位）について、更新申請を行う。更新申請を行わない商品については、WindEyeにおける公開を行わないことがある。社名登録の年度の次年度から起算して3年毎年度末までに申請を行う。尚WindEyeVer１に社名登録を行っている場合は登録年度を平成23年度とする。

（3） 新規登録：商品の区分単位で新規に登録を行う場合（サッシの場合は窓種単位で）に行う。登録された商品は、WindEyeにおいて公開される。ただし、特定需要家向け商品でWindEyeにおける公開を望まない場合は、その旨を様式に則って記す。
（4） 変更・追加登録：商品の区分単位で（サッシの場合は窓種単位で構造、仕様違いやサイズなどについて）の変更或は追加のある場合に登録を行う。

（5） 取り下げ申請：商品の区分単位で登録を取り下げる場合（サッシの場合は窓種単位）に行う。

（6） 再申請：すでに提出された新規或は変更・追加申請について、記入の訂正、追加等により、改めて申請を行う場合に行う。新規登録にかかるものは新規登録再申請、変更・追加登録にかかるものは変更・追加再申請とする。

（注）申請書類、データ及び審査データについては、公的機関の要請に基づき、その全部または一部を当該機関に開示することがあります。

データ登録申請図書一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表―２
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＜書式一覧表の凡例＞

·  ：申請区分毎の該当する内容を新規に作成し申請する。

△　：必要に応じて提出
６． 申請図書作成要領（申込書、計算依頼書、登録申請商品一覧表）

（１）新規申請の場合は、申請書（様式1）、社名登録（会社として初めての場合のみ）（様式３）、計算依頼書（様式５ただし計算を依頼する場合のみ提出）フレーム登録申請・受付総括表（様式６）、フレーム登録申請明細表（様式７）、構造・仕様説明図（様式１０）を作成する。

（２）社名取消（申請商品全部の取消）の場合は、登録取消申請書（様式２）を作成する。

（３）上記以外の追加申請、変更申請、取消申請の場合は、申請書（様式１）及び必要に応じ登録申請商品一覧表（様式７）等を作成する。

[image: image2.emf]
７．　社名登録　及び覚書

（１）新規申請企業は、「様式３」に記入して提出する。

【記入例－１】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「様式３」

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成○○年○○月○○日
社団法人　リビングアメニティ協会　殿

 　「WindEye」へ仕様の登録を申請します。

　　登録申請した商品が公表された後は、申請書類に示された構造・仕様に基づき

製造します。

〒 □□□－□□□
住　所 ○○県□□市○○町・・・

申請者 会社名 ○　○　○　株 式 会 社                          
代表取締役

                             氏　名  　○　○　太　郎



	    eq \o\ad(連絡担当者,　　　　　　)
所   　属

役   　職

氏   　名

電   　話
Ｅ－mail
	○○部○○課

○○課長
□　□　二　郎

○○－○○○○－○○○○

abc@def.gh.com

	備考
	


８．　計算依頼書

（１）自社でモデル計算できない申請企業は、「様式５」委任状の所定の箇所に記入して提出する。

【記入例－２】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「様式５」


計算依頼書
私儀、社団法人　リビングアメニティ協会会長　木瀬　照雄　殿を

代理人と定め、下記の権限を委任します。

記

当社製品の熱性能計算の実施及びWindEye
登録申請に関する件。

平成○○年○○月○○日


会　社　名　○　○　○株 式 会 社

代表取締役　氏名　○　○　太　郎

· 要請があれば必要書類（物性値等）を提出していただきます。
９．　フレーム登録申請・受付総括表
（１）新規申請企業及び既申請企業は、今回申請する商品について、フレーム登録申請・受付総括表を
「様式６」【記入例－３】にて作成する。

（２）表中の黄色で塗られた部分のみ記入する。（その他は事務局記入欄）
【 記入例－３ 】既申請企業の例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「様式６」
フレーム登録申請・受付総括表
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１０． 種類別申請内容説明書

（１）新規申請企業及び既申請企業は、今回申請する商品について、フレーム登録申請明細表を「様式７」【記入例－４】にて作成する。

（２）商品名（シリーズ名）が変更になった場合は、「申請内容」欄に旧商品名から新商品名に
変更になったことを記入する。ＷｉｎｄＥｙｅに登録されている商品名・開閉形式に変更が無い
場合は記入不要とする。

【 記入例－４ 】既申請企業の例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「様式７」


１１． サッシ構造・仕様説明図の作成要領

１１．１　共通事項

（１）構造・仕様説明図は、縦・横断面図は構成毎に1枚作成し提出する。

（２）構造・仕様説明図は「様式１０」にて作成する。

（３）構造説明図はＡ３版で断面図の縮尺１／２で作成しＡ4版に縮小したものを提出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「様式１０」






（４）①には、表－1の②～⑥に該当する種類名を記入し、この番号に対応する12桁の数字（別表１参照①～⑥）を記入する。（同一窓種で部材構成違いの場合は同一の記載となる）
　　　　「例:（引き形式）引違い(単体)2枚引きマド半外付/2x4枠アングル付：010101010101」
（５）②の変更理由欄には、構造・仕様説明図の追加、変更、取消の理由を記入する。

（６）③の欄には、商品名又は複数商品名がある場合は代表商品名を記入する。

（７）④の欄には、アルミ、アルミ熱遮断、アルミ樹脂複合、アルミ木複合、木製、樹脂製、スチール、
ステンレス、その他、の中から主構成材料の材質を選択し記入する。

（８）⑤の欄には、表－1②の対象とする種類の開閉形式（品種）を記入する。

（９）⑥の欄には、構造・仕様説明図番号を記入し、⑦の欄には部品の変更や型材の変更など

　　　の場合、変更履歴（変更記号と変更月日）を記入する。

■図面番号の付け方を下記に示す。

○○－△△△△△△
　　　　　　　　　　　　　　　各社でユニークな記号（桁数やハイフンの制限なし）
　　　　　　　　　　　　　　  会社ID（2桁）　※（新規申請時に取得）
（例）⑥⑦の欄の記入例　

	　図 番
	00-5WS-001
	Ａ
	2011

	
	
	
	1001


　（10）⑧に計算に用いた材料名及び熱伝導率を記入する。（申請要領の値を引用する）
　　　　※⑧に記載のない物性値を計算で用いてないか確認する

　　　　※各種材料の熱伝導率はJIS A 2102-2:2011 付属書Aを参照しています。ここに記載のないものは、

付属書に掲載されている値を用いて計算してください。その際には、その物性値を用いた根拠を

説明する文章を添付してください。書式は自由です。

（例：申請はAESだが計算はABSを用いた。選択理由：化学構造が類似しているため）
（11）断面詳細図には、枠見込み寸法、枠見付寸法、フレーム見付寸法（枠＋障子）、伝熱開口Ｈ、
　　　内法ｈ、伝熱開口Ｗ、及び内法ｗを記入する

　　（12）　⑨は備考欄として、同種の製作範囲内の部材構成Ｎｏを記入する。　例：「部材構成No.1」

　　　　※部材構成Ｎｏ．は同一窓種（表-１①～⑥で同一グループ）の構成違いを分ける番号を言う。
部材構成No.は1,2,3･･･やA,B,C･･･など記載方法は自由とする。

また、同一窓種でありながら、障子の仕様が異なる等の特殊仕様はこの欄に文字記入する。
その他以下のことに注意して作図する。
※校正パネル厚さを必ず1ヶ所寸法記入すること。
※全ての部材にどの材質が使われているかわかるように材質番号を風船（①②･･･）で記入すること。
１２．　登録する窓種別性能データ
以下（１）～（３）のシートが１つになったファイル（様式１１）を記入し提出する。ファイル名は以下とする。

会社ID（２桁）-商品シリーズID（30桁以内）-窓種コード（12桁）-特殊仕様コード（2桁）

　 例：04-ACK5-010101010101.xls

（１）製作範囲DB
【記入例 －５】製作範囲ＤＢデータ　　　　　　　　                      【様式９Ａ】


・会社名は（株）（有）を除く。

・会社名(ID)は、ALIA新規申請時に各社固有のコードを取得できるので、そのコード（2桁）を半角で記入する。

・商品シリーズ名は、WindEye画面に表示される商品シリーズ名を全角で記入する。

・商品シリーズIDは、各社自由にコード（1～30桁）を半角英数で記入する。

・窓種は、別表1の階層①～⑥のコード（12桁）を半角で記入する。

・窓種(ID)12桁では表現しきれない特殊な仕様がある場合は仕様名称の記入欄に「○○障子」等の名称を記入し、
仕様(ID)欄に各社管理で自由に2桁記号（01～ZZ）を記入する。※特殊仕様がない場合は、仕様(ID)欄に「00」と記入する。
・フレーム材質は別表2を参照しコード（2桁）を半角で記入する。

・構成タイプ数は同一窓種の製作範囲内に存在する構成タイプ数を記入する。（例題では3タイプだが、接点数が6つを超える場合は、例題のように2つに分ける⇒例題は6つ範囲が存在するので「6」と記入）

・構成Type欄には、窓構成がわかるように半角英数30桁以下で自由にコードを記入する。右側に接点数を記入し、その範囲の各接点座標を最小ＷＨ寸法から右回りで（Ｘ1，Ｙ1）⇒（Ｘ2，Ｙ2）・・・（Ｘn，Ｙn）で記入する。となりの構成範囲との境界は必ず1mmどちらかをずらして記載し寸法の重なりのないように記入する。

・ユーザーがWindEyeの計算結果と断面を確認できるようにするため、構造・仕様説明図ファイル名を記入する。

・窓種の製作範囲がわかるグラフ（図・表）を添付する。
・その他、特寸製作範囲等、Web上で公開して欲しいコメントがあれば、備考欄に記入する。
（２）構成TypeDB
【記入例 －６】構成ＴｙｐｅＤＢデータ　　　　　　　                      【様式９Ｂ】


（様式９Ａ）はどの断面データで部材が構成されているか分かるように、（様式９Ｂ）に計算結果csvファイル名を記入する（ファイル名に.csvは入れなくてよい）。兼用している部材か新規で発生する部材か確認することを目的として、サイズの小さい方から新規で発生する断面ファイル名のセルを黄色で塗る。例題は引違い窓（単体）のため、窓の構成部材は7断面で１つの窓を構成する。色が塗られている部分が新規となるので、15断面が新規部材、この他はこの材料を兼用していると判断できる。

各窓種を構成する断面位置（ここではNo１～７）は決まっている。窓種毎に断面数及びNoに対する部位位置が異なるため、別紙「付属資料」を参照のこと。
（３）断面TypeDB
【記入例 －７】断面ＴｙｐｅＤＢデータ　　　　　　　                      【様式９Ｃ】


（様式９Ｂ）で色塗りをした新規部材のデータ一覧表が（様式９C）である。

・フレーム見付け寸法は伝熱開口Ｗ，Ｈ寸法からガラスまでの寸法を記入する。
・Ｕｆ値はcsv計算結果データより算出した値を必ず記入する。（任意）
・伝熱開口補正寸法とは、木造用は外法Ｗ，Ｈ寸法＝伝熱開口Ｗ，Ｈ寸法だが、非木造用は内法ｗ，ｈ寸法を用いることが一般的である。そのため、木造用は「0」と入力し、非木造用は内法から外法までの寸法差を記入する。

※各種類の性能データ一覧表を表紙として、一覧表のリスト順に性能計算データを添付する。

提出データ　ＤＡＴもしくはＴＸＴファイル（計算モデル）、ＣＳＶファイル（3種類の計算結果）、

ＯＵＴファイル（計算課程確認用）、ＰＬＴファイル（計算結果・温度コンター用）ＰＤＦファイル（モデル化前１／１部材断面図、構造・仕様説明図、Ｗｅｂ公開用納まり図）

１３． その他の申請書類

（１）新規申請の場合

１）非会員の新規申請企業は、製造者の概要（所在地、経歴等）を記した書類又は会社案内等を

添付する。

２）会員、非会員にかかわらず申請者､製造者が異なる場合は､申請者の販売代理権が確認できる

書類を添付する。尚、様式は申請者の判断によるものとし、特に定めない。

１４．　届出を要する事項

会社情報の変更　　会社名、申請者住所、代表者、連絡窓口担当者、顧客窓口（URL）変更の場合は、「様式４」に該当箇所を記入のうえ、都度事務局へ届け出を行うこと。
【記入例－１５】届出書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 様式４

	申請登録に関する変更届
平成○○年○○月○○日
社団法人リビングアメニティ協会　殿
「ＷｉｎｄＥｙｅ」へ申請登録済み図書に、以下の変更がありましたので届出いたします。

住  所 ：〒□□□－□□□ ○○県□□市○○町・・・
　　　　　　　　　　 会社名 : ○ ○ ○ 株 式 会 社　　印
　　　　　　　　　　　氏　名 ： 役　職　○ ○ 太 郎　　印


	項　目
	変更前
	変更後

	社名、住所等
	
	

	連絡窓口

担当者
	○○部○○課
□ □ 二 郎
電話：00－000－0000
FAX ：00－000－0000
E-mail：abc@def.gh.com
	○○部○○課
□ □ 一 郎
電話：00－000－0000
FAX ：00－000－0000
E-mail：abc@def.gh.com

	備　考
	


　　　※申請者は申請会社の部門責任者または、社長とする。

１５．申請図書提出要領

（１）申請図書は正副の各１部作成しファイル綴じで提出する。

（２）提出する申請図書は全てＡ４判とする。

（３）ファイルの種類

・Ａ４－Ｓ（タテ）コクヨ　フラットファイルと同程度とする、ファイルの色は特別指示のない場合はピンク色とする。

（４）ファイルの表紙と背に「サッシ熱性能登録申請図書」、申請年月日、申請者名を記載する、申請年月日は申請募集締切日（毎月10日〆切り）を記入する。

（５）申請図書のファイリング方法

１）３頁の表－２「登録申請図書一覧表」の申請書、覚書、登録申請商品一覧表の順に綴じ、続いて種類別作成図書を、種類毎に、種類別申請内容説明書、構造・仕様説明図、性能データ一覧表の順とする。種類別作成図書の後に、その他の書類をファイリングする。

２）申請区分毎（追加、変更、取消）に仕切りを入れファイリングする。

３）種類別作成書類の構造・仕様説明図は、種類別申請内容説明書のリスト順にファイリングする。

４）種類別作成書類の1/1部材断面図は、申請内容説明書のリスト順にファイリングする。

５）種類別作成書類は種類毎に仕切りを入れインデックスをつける。
（６）枝分冊する場合

・綴じ納まらない場合は枝分冊とし、「　－算用数字」で表現する。

　　　　　　■表紙（ファイル）の表示

　　　　　表紙及び背表紙（ファイル）には以下の様式で表示を記載する。

　　　　　　　　　　　＊表紙（上）　　　　　　　　　　　　　　　＊背表紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ファイルの場合）




· 表紙（下）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

注１：ファイルはＡ４判（縦）

注２：提出申請書類は全て図面はＡ４サイズとする。

16.申請に要する費用
（１）初期登録費用(社名登録)：初回のみ
ＡＬＩＡ会員会社　　　　　： 30,000円（税込： 31,500円）
　　　　　　※賛助会員（６口以上で会員と同等、６口未満は非会員と同等）以下同じ
非会員（会社）　  ：100,000円（税込：105,000円）
（２）審査登録費用

１）窓種登録（窓種は階層⑥にてカウント）　

ＡＬＩＡ会員会社　3,000円（税込み3,150円）
　　非会員会社　6,000円（税込：6,300円）　
　　２）部材断面登録　　

　　　　　ＡＬＩＡ会員会社　1,800円（税込み1,890円）

　　　　　　　　非会員会社　3,300円（税込み3,465円）

　　３）再審査手数料（審査途中で発見されたミス等を修正して再申請する場合など）

　　　　１）２）について再申請の場合　各々当初の手数料の１/２とする
　　４）更新料（3年単位で変更の有無に関わらず）

　　　　　ＡＬＩＡ会員　　　　　無償

　　　　　　　　　非会員　　100,000円（税込み105,000円）

　　５）ＡＬＩＡでの計算代行

　　　　　自社でサッシフレーム計算を行えない場合には、ＡＬＩＡにて計算の代行を行います。

　　　　　実施方法は、ご相談させていただきます。
（３）申請区分、社名の取消、会社情報の変更、商品情報の変更、販売終了等のは申請審査費用を不要とする。
（４）上記費用の支払については、申請図書の審査終了後、当協会より請求とする。
（５）上記費用振込先

りそな銀行 　　　赤坂支店 （普）口座番号　４６１１０１　
各口座名 社団法人 リビングアメニティ協会
17.問合せ先
申請方法及び技術的な問い合わせは、Ｅメールで下記までご連絡ください。

なお、ご回答までには時間を要することがあります。
連絡先：社団法人 リビングアメニティ協会　事務局

Ｅ-mail：http://www.alianet.org/ ご意見　宛
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